
検討フロー

対策内容

対策箇所

会議の目的と検討の基本方針

※全対策候補箇所（32対策）には重複箇所３箇所と対象外２箇所（交差点でない）を含む。→要対策箇所は２７箇所。
要対策箇所２７箇所のうち、一部中止や対策箇所の変更はあったが、実施箇所は27箇所で変更なし。
未対策箇所３箇所のうち、「追突－10」及び「中分－４」は舗装修繕工事完成後に実施予定であり、「沿道－４」は駐車場の舗装
整備予定を理由に 同意がえられていない。

香川県の交通事故を減らす4つの取り組み

対策候補箇所(１５２箇所)

追突事故１

沿道施設に起因する事故２

中央分離帯開口部での事故３

出合頭事故４

対象事故類型
(各上位１０箇所程度)

対策箇所(２７箇所)

現地調査

対策候補箇所(１５２箇所)

追突事故１

沿道施設に起因する事故２

中央分離帯開口部での事故３

出合頭事故４

対象事故類型
(各上位１０箇所程度)

対策箇所(２７箇所)

現地調査

対策候補箇所(１５２箇所)

追突事故１

沿道施設に起因する事故２

中央分離帯開口部での事故３

出合頭事故４

対象事故類型
(各上位１０箇所程度)

追突事故１

沿道施設に起因する事故２

中央分離帯開口部での事故３

出合頭事故４

追突事故１

沿道施設に起因する事故２

中央分離帯開口部での事故３

出合頭事故４

対象事故類型
(各上位１０箇所程度)

対策箇所(２７箇所)

現地調査

「合図マーク」でウインカー！

交差点流入部付近に合図マークを設置
し、進路変更及び右左折に伴う交通の
整流化と注意喚起を促します。

「矢印マーク」で出入りがスムーズ！

沿道施設出入箇所に矢印マーク・停止
線を設置し、沿道出入付近での整流化
と注意喚起を促します。

「ゼブラマーク」で通行制限！

中央分離帯開口部においてゼブラゾー
ンを設置し、進入行為の抑制と開口部
付近での注意喚起を促します。

「枝道破線」で一旦停止・左右確認！

枝道が接続する本線部に破線を設置し、
枝道接続部での本線流入出時における
注意喚起を促します。

追 突 沿 道 中 分 出 合 頭

「合図マーク」でウインカー！

交差点流入部付近に合図マークを設置
し、進路変更及び右左折に伴う交通の
整流化と注意喚起を促します。

「矢印マーク」で出入りがスムーズ！

沿道施設出入箇所に矢印マーク・停止
線を設置し、沿道出入付近での整流化
と注意喚起を促します。

「ゼブラマーク」で通行制限！

中央分離帯開口部においてゼブラゾー
ンを設置し、進入行為の抑制と開口部
付近での注意喚起を促します。

「枝道破線」で一旦停止・左右確認！

枝道が接続する本線部に破線を設置し、
枝道接続部での本線流入出時における
注意喚起を促します。

追 突 沿 道 中 分 出 合 頭

対策効果の概念

計 24箇所実施済（H18.10.31現在）

◆香川県における交通事故抑止策をより効果的・効率的
に実施するため、主として直轄国道を対象とする対策
箇所について選択と集中の観点で厳格に選定し、その
選定箇所の事故発生要因を調査・分析、対策の立案・
実施および対策の検証・評価等を行うとともに、必要
に応じ他の道路へ拡大することを目的に設立したもの
である。

◆検討の基本方針

(１)事故対策マネジメントを見据えた観察を実行

(２)総量抑制につながる対策の実施

(３)即効力のある対策を効率的に実施

香川県交通事故対策会議

【参考資料】

香川県交通事故対策会議の経緯と対策実施状況

通番 路線 交差点名 所在地 施工年月日 備考

追　突－1 合図標示 53 R11 上天神 高松市上天神町 平成18年  3月15日

追　突－2 合図標示 42 R11 中央公園南 高松市亀井町 平成18年  3月 8日

追　突－3 合図標示 77 R11 津の郷 綾歌郡宇多津町東分 平成18年  3月20日

(追突－4) 合図標示 22 R11 － さぬき市志度 交差点でない

追　突－5 合図標示 50 R11 室新南 高松市室新町 平成18年  3月14日

追　突－6 合図標示 10 R11 落合 東かがわ市落合 平成18年  7月26日

追　突－7 合図標示 34 R11 潟元 高松市屋島西町 平成18年  3月14日

追　突－8 合図標示 56 R11 峰山口 高松市田村町 平成18年  3月17日

(追突－9) 合図標示 41 R11 － 高松市亀井町 交差点でない

追　突－10 合図標示 64 R11 国分寺町役場北 高松市国分寺町新居 平成　年　 月　日 H18 工事予定箇所

沿　道－1
矢印、停止線

（民間施設内）
23 R11 さぬき市志度 平成18年  3月30日

沿　道－2
矢印、停止線

（民間施設内）
35 R11 高松市春日町 平成18年  9月22日

沿　道－3
矢印、停止線

（民間施設内）
20 R11 さぬき市志度 平成18年  3月30日

沿　道－4
矢印、停止線

（民間施設内）
22 R11 さぬき市志度 平成18年  3月31日 駐車場の整備予定有り

沿　道－5
矢印、停止線

（民間施設内）
8 R11 東かがわ市川東 平成18年  3月31日

沿　道－6
矢印、停止線

（民間施設内）
12 R11 さぬき市津田町鶴羽 平成18年  3月30日

中　分－1 ゼブラ標示 31 R11 高松市高松町 平成18年  3月23日

中　分－2 ゼブラ標示 38 R11 高松市松島町三丁目 平成18年  3月23日

中　分－3 ゼブラ標示 52 R11 高松市東ハゼ町 平成18年  3月24日

中　分－4 ゼブラ標示 65 R11 高松市国分寺町国分 平成　年　 月　日 H18 工事予定箇所

中　分－5 ゼブラ標示 121 R30 高松市兵庫町 平成18年  3月23日

中　分－6 ゼブラ標示 124 R32 高松市成合町 平成18年  3月24日

中　分－7 ゼブラ標示 152 R319BP 善通寺市与北町 平成18年  3月27日

出合頭－1 破線 115 R11BP 高松市三条町 平成18年  3月24日

出合頭－2 破線 122 R30 高松市磨屋町 平成18年  3月23日

出合頭－3 破線 38 R11 高松市松島町三丁目 平成18年  3月23日

出合頭－4 破線 41 R11 高松市亀井町 平成18年  3月23日

出合頭－5 破線 43 R11 高松市亀井町 平成18年  3月23日

出合頭－6 破線 37 R11 高松市木太町 平成18年  3月23日

出合頭－7 破線 36 R11 高松市春日町 平成18年  3月23日
通番45の削除に伴い繰
り上げて実施

(出合頭－7) 破線 45 R11 高松市旅篭町 一方通行のため対象外

出合頭－8 破線 23 R11 さぬき市志度 平成18年  3月18日

出合頭－9 破線 42 R11 高松市亀井町 平成18年  3月23日

種別 対策実施内容

Ｂ．危険挙動の発生

Ｃ．交通ルール違反・交通安全意識の欠如

Ａ．事故発生

対策前 対策後

頻
度
・危
険
度
（
増
大
方
向
）

時間軸

事故発生頻度の低下
危険挙動発生頻度の低下

交通ルールの遵守・交通安全意識の向上

・ＰＲ
・追加対策 等

対策実施

軽傷者

無傷災害

重傷者1

300

29

ハインリッヒの法則

Ｂ．危険挙動の発生

Ｃ．交通ルール違反・交通安全意識の欠如

Ａ．事故発生

対策前 対策後

頻
度
・危
険
度
（
増
大
方
向
）

時間軸

事故発生頻度の低下
危険挙動発生頻度の低下

交通ルールの遵守・交通安全意識の向上

・ＰＲ
・追加対策 等

対策実施

Ｂ．危険挙動の発生

Ｃ．交通ルール違反・交通安全意識の欠如

Ａ．事故発生

対策前 対策後

頻
度
・危
険
度
（
増
大
方
向
）

時間軸

事故発生頻度の低下
危険挙動発生頻度の低下

交通ルールの遵守・交通安全意識の向上

・ＰＲ
・追加対策 等

対策実施

軽傷者

無傷災害

重傷者1

300

29

ハインリッヒの法則



追 突

②危険挙動

【① 追突】「合図マーク」設置による交差点流入部での追突事故対策

③走行状況（交通ルール遵守）

④道路利用者意識（全ｻﾝﾌﾟﾙ：383人）

(＋2.0ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋2.0ﾎﾟｲﾝﾄ)

８８．９％ ９０．９％

(＋1.6ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋1.6ﾎﾟｲﾝﾄ)

８５．１％ ８６．７％

対策箇所で右折・左折時に
合図を行ったﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所で進路変更時に合
図を行ったﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所でヒヤリ体験を
したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「合図ポイントが再確認できた」ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

合図行わない理由として、「合図を早く出さ
なくても安全だから」と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

２７人 ２０人

(－25％)(－25％)

（対策前） （対策後）

合図遵守率が上昇
合図遵守率が上昇

ヒヤリ体験が減少
ヒヤリ体験が減少

◇利用者インタビュー結果
（ｻﾝﾌﾟﾙ＝383）

合図ﾎﾟｲﾝﾄの再確認
合図ﾎﾟｲﾝﾄの再確認

７２％

６３％

交通安全意識の欠如

(＋2.0ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋2.0ﾎﾟｲﾝﾄ)

８８．９％ ９０．９％

(＋1.6ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋1.6ﾎﾟｲﾝﾄ)

８５．１％ ８６．７％

対策箇所で右折・左折時に
合図を行ったﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所で進路変更時に合
図を行ったﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所でヒヤリ体験を
したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「合図ポイントが再確認できた」ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

合図行わない理由として、「合図を早く出さ
なくても安全だから」と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

２７人 ２０人

(－25％)(－25％)

（対策前） （対策後）

合図遵守率が上昇
合図遵守率が上昇

ヒヤリ体験が減少
ヒヤリ体験が減少

◇利用者インタビュー結果
（ｻﾝﾌﾟﾙ＝383）

合図ﾎﾟｲﾝﾄの再確認
合図ﾎﾟｲﾝﾄの再確認

７２％

６３％

交通安全意識の欠如

①死傷事故件数

◇死傷事故件数（件／月）の変化
・対策前と対策５ヶ月後を比べると交差点全体（６箇所）では 約0.2件／月から約0.3件／月に増加し

たものの、流入部の半数で死傷事故件数が減少
・対策後５ヶ月を経ても事故が発生していない交差点流入部が 約３割（４流入部）

→ 交差点規模（車線数、付加車線の数や長さ等）により事故発生件数にバラツキが見られる

◇顕著に効果が発現
◎追突－３「津の郷交差点（東側・西側）」
○追突－２「中央公園南交差点（南側）」
○追突－５「室新南交差点（南側）」

◇効果見られず
→対策後においても月当たり事故件数の増加が顕著
●追突―８「峰山口交差点（南側）」
●追突－５「室新南交差点（北側）」
●追突－７「潟元交差点（西側）」
●追突－１「上天神交差点（特に東側・北側）」

◇危険挙動発生頻度（回／時間）の変化
・交差点全体（６箇所）では対策１週間後に 約３割減少

◇比較的顕著に効果が発現
○追突―８「峰山口交差点（東側・南側）」
○追突－６「潟元交差点（東側）」

◇効果見られず
→対策後も危険挙動が増加
●追突－１「上天神交差点（特に東側・北側）」
●追突－３「津の郷交差点（西側）」

◇ウインカー遵守率の変化
・対策実施５ヶ月後に右・左折時のウインカーを出さない車両が 約７ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約９割）減少

→ 右・左折時の合図遵守率が向上
・30ｍ以上でウインカーを出した車両が 約６ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約１割）増加

◇「効果あり」と判断される対策箇所の割合 → 約９割（＝12箇所/14箇所）

＜効果が発現した箇所＞
○追突－２「中央公園南交差点（北側）」
○追突－５「室新南交差点（北側）」

→・比較的規模の小さい交差点の流入部（＝付加車線長が比較的短い：約60～80m）

○追突－１「上天神交差点（西側）」
→・比較的高速で左折挙動を強いられる流入部（＝左折需要の多い左折専用２車線）

○追突―８「峰山口交差点（西側）」
→・必然的に後続車両に対する注意喚起意識が高まりやすい流入部

（＝右左折挙動が確認しにくい線形）

＜効果が発現しなかった箇所＞
●追突－１「上天神交差点（北側）」
●追突―８「峰山口交差点（東側）」

→・比較的規模の大きい交差点の流入部（＝付加車線長が長い：約100～140m）

対策効果に対する総合評価

◎右左折時、進路変更時における合図履行の遵守率が向上
◎「急な割り込み」という危険挙動の発生を抑え、交差点流入部でのヒヤリ体験が ２５％減少
◎適切な合図ポイントの再確認が 約７割
◎進路変更時、右左折時の合図に関する交通ルールの遵守意識の高揚

交差点全体でみたオリーブマークでの指示器提示遵守状況
事前

45%
47%

8%

無し 30ｍ未満 30ｍ以上

事後１週間

55% 38%

7%

無し 30ｍ未満 30ｍ以上

事後１ヶ月
2%

45%53%

無し 30未満 30ｍ以上

事後５ヶ月

51% 48%

1%

無し 30未満 30以上

交差点全体でみたオリーブマークでの指示器提示遵守状況
事前

45%
47%

8%

無し 30ｍ未満 30ｍ以上

事後１週間

55% 38%

7%

無し 30ｍ未満 30ｍ以上

事後１ヶ月
2%

45%53%

無し 30未満 30ｍ以上

事後５ヶ月

51% 48%

1%

無し 30未満 30以上

全交差点

７ﾎﾟｲﾝﾄ減少

６ﾎﾟｲﾝﾄ増加

◇適正範囲内での右左折合図遵守率の変化
・対策前に比べて 約１４ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約６割）増加

→ 適正範囲内での右左折合図の履行に大きく貢献

◇顕著に効果が発現
○追突－５「室新南交差点（南側・北側）」

→それぞれ約63ﾎﾟｲﾝﾄ、約50ﾎﾟｲﾝﾄ遵守率上昇

◇効果見られず
●追突－８「峰山口交差点（東側）」
●追突－７「潟元交差点（東側）」

③走行状況（交通ルール遵守）［続き］交通事故、危険挙動、走行状況の変化と交通安全意識からみた効果

※）総合評価の考え方
・「交通事故」「危険挙動」

「走行状況」の３つの観点
から行った効果分析結果を
総括して、総合的評価を行
う。

・原則として、箇所毎の効果
分析値から「効果あり」と
判断された○印の個数を合
計し総合評価値とする。

・△印は変化なし。
・全箇所の評価値（平均）を

上回る或いは同値の場合に
「総合的にみて対策効果が
ある」と判断。

※１）事故件数データ：
対策前（H15～工事完了）
対策後（工事完了～H18.8）

※２）危険挙動データ：
対策１ヶ月前
対策１週間後

※３）走行状況データ：
対策１ヶ月前
対策５ヶ月後

※4）右左折合図の適正範囲 ：原則として停止線から30～60m区間と設定
進路変更合図の適正範囲：原則としてオリーブマーク先頭から後方

10m区間と設定

件／月 件／月 対策前 対策後 評価 対策前 対策後 評価

北側（① ） 0.25 0.80 3.20 × 16 18 1.13 × 4.3 0.0 -4.3 × 28.5 52.2 23.8 ○ 1

東側（②）R11BP 0.17 0.60 3.60 × 7 12 1.71 × 0.0 2.6 2.6 ○ 9.8 22.7 12.9 ○ 2

西側（③）R11BP 0.21 0.20 0.96 ○ 8 4 0.50 ○ 2.3 0.0 -2.3 × 50.1 62.0 11.9 ○ 3

南側（④）R193 － － － － 34 28 0.82 ○ 6.4 7.7 1.3 ○ － － － － － ※分析対象外

北側（①） 0.29 0.20 0.70 ○ 19 13 0.68 ○ 20.0 0.0 -20.0 × 30.7 49.3 18.6 ○ 3

南側（①） 0.14 0.00 0.00 ○ 14 11 0.79 ○ 2.8 0.0 -2.8 × 14.2 15.7 1.5 ○ 3

東側（①） 0.23 0.00 0.00 ○ 7 4 0.57 ○ 0.0 0.0 0.0 △ 16.1 16.7 0.6 ○ 3

西側（②） 0.18 0.00 0.00 ○ 4 5 1.25 × 0.0 0.0 0.0 △ 22.6 28.9 6.3 ○ 2

北側（①） 0.13 0.60 4.68 × 10 5 0.50 ○ 3.5 9.0 5.5 ○ 50.0 100.0 50.0 ○ 3

南側（②） 0.08 0.00 0.00 ○ 12 8 0.67 ○ 0.0 0.0 0.0 △ 0.0 62.5 62.5 ○ 3

東側（①） － － － － － － － － － － － － － － － － －

西側（②） － － － － － － － － － － － － － － － － －

東側（①） 0.21 0.20 0.98 ○ 18 7 0.39 ○ 0.0 0.0 0.0 △ 17.9 15.4 -2.5 × 2

西側（②） 0.23 0.80 3.47 × 8 6 0.75 ○ 0.0 0.0 0.0 △ 39.0 53.0 14.0 ○ 2

東側（①） 0.13 0.20 1.60 × 8 2 0.25 ○ 0.0 0.0 0.0 △ 32.2 25.5 -6.7 × 1

西側（②） 0.08 0.20 2.40 × 4 2 0.50 ○ 0.0 6.7 6.7 ○ 19.7 24.5 4.8 ○ 3

南側（③）R32 0.08 0.40 4.80 × 11 4 0.36 ○ 6.1 3.2 -2.9 × 22.1 22.7 0.6 ○ 2

北側（④）県道 － － － － 18 12 0.67 ○ 0.0 0.0 0.0 △ 23.1 29.1 6.0 ○ － ※分析対象外

0.17 0.30 1.75 × 146 101 0.69 ○ 2.8 1.5 -1.3 × 25.2 39.4 14.2 ○ 2

危険挙動からみた効果

適正範囲内での
右左折車の進路変更
合図遵守率の変化量

（＝対策後－対策前）

適正範囲内での
右・左折合図

遵守率の変化量
（＝対策後－対策前）

走行状況からみた効果

H16.3　３車化
H18.3.17追突-8 1156 峰山口交差点

H18.3.14

H18.3.14

計測値がないため
対象外

H18.7.26

H18.3.8 H16.6　中分閉塞

H18.3.15

H18.3.20

H16.3　地下道

通
番

区分
路
線
No

箇所名
流入部

（１４箇所）

追突-2 42

追突-1 53

11

11

11

交通事故からみた効果

上天神交差点

11 中央公園南交差点

対策前・
事故件数

（H15.1～
工事完
了）

対策後・
事故件数
（工事完

了
～H18.8）

11

追突　計

追突-3

追突-5

追突-7

77

50

34

津の郷交差点

室新南交差点

潟元交差点

月当たり事故
件数の変化

（＝対策後/対策前）

危険挙動発生
頻度の変化

（＝対策後/対策前）

工事
完了日

備考
総合評価

(○の個数)

対策前・
危険挙動
発生頻度

（H18.1）
対策前

約１ヶ月

対策後・
危険挙動
発生頻度

（H18.4）
対策後
１週間

追突-6 1110 落合交差点

香川県交通事故対策会議

【参考資料】

対策効果検証とその評価



香川県交通事故対策会議

追 突

②危険挙動

交通事故、危険挙動、走行状況の変化と交通安全意識からみた効果

③走行状況（交通ルール遵守）

④道路利用者意識（全ｻﾝﾌﾟﾙ：ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 223人，歩行者・自転車101人）

①死傷事故件数

対策効果に対する総合評価

【② 沿道】「矢印・停止線マーク」設置による沿道施設出入り箇所付近での事故対策

◇「効果あり」と判断される対策箇所の割合 → 約８割（＝３箇所/４箇所）

＜効果が発現した箇所＞
○沿道－５「東かがわ市川東」
○沿道－１「さぬき市志度」
○沿道－３「さぬき市志度」

→・ほぼ直線区間に沿道出入り口が存在、縦断勾配も極めて小（＝矢印マークの視認が容易）

＜効果が発現しなかった箇所＞
●沿道－６「さぬき市津田」

→・カーブ区間、前後区間の縦断勾配が大（＝矢印マークの視認がしにくい）

◎出入り方向や一旦停止の遵守率が向上
◎出入り車両との交錯などのヒヤリ体験が減少（ドライバー、歩行者・自転車の双方）
◎出入り口を迷わなくなった利用者が 約６割
◎出入り口で車に注意するようになった歩行者・自転車が 約５割
◎施設利用者に対する案内性を高めるとともに、安全面に対する注意喚起に貢献

(＋10.3ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋10.3ﾎﾟｲﾝﾄ)

６７．３％ ７７．６％

(＋5.9ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋5.9ﾎﾟｲﾝﾄ)

７５．６％ ８１．５％

対策箇所で出入り区分に
従ったﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所で一旦停止したﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞｰの割合

対策箇所でヒヤリ体験を
したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「出入り口を迷わなくなった」
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「出入り箇所で車に注意するようになった」
歩行者・自転車の割合

２０人 ７人

(－65％)(－65％)

（対策前） （対策後）

矢印マーク遵守率が上昇
矢印マーク遵守率が上昇

ヒヤリ体験が減少
ヒヤリ体験が減少

◇利用者インタビュー結果
（ｻﾝﾌﾟﾙ＝324）

迷い行動が減少
迷い行動が減少

６３％

５３％

対策箇所で注意したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
の割合

５４．３％ ６４．１％

(＋9.8ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋9.8ﾎﾟｲﾝﾄ)

対策箇所でヒヤリ体験を
した歩行者・自転車の割合 ９人 ３人

(－67％)(－67％)

注意喚起効果が発現
注意喚起効果が発現

(＋10.3ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋10.3ﾎﾟｲﾝﾄ)

６７．３％ ７７．６％

(＋5.9ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋5.9ﾎﾟｲﾝﾄ)

７５．６％ ８１．５％

対策箇所で出入り区分に
従ったﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所で一旦停止したﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞｰの割合

対策箇所でヒヤリ体験を
したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「出入り口を迷わなくなった」
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「出入り箇所で車に注意するようになった」
歩行者・自転車の割合

２０人 ７人

(－65％)(－65％)

（対策前） （対策後）

矢印マーク遵守率が上昇
矢印マーク遵守率が上昇

ヒヤリ体験が減少
ヒヤリ体験が減少

◇利用者インタビュー結果
（ｻﾝﾌﾟﾙ＝324）

迷い行動が減少
迷い行動が減少

６３％

５３％

対策箇所で注意したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
の割合

５４．３％ ６４．１％

(＋9.8ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋9.8ﾎﾟｲﾝﾄ)

対策箇所でヒヤリ体験を
した歩行者・自転車の割合 ９人 ３人

(－67％)(－67％)

注意喚起効果が発現
注意喚起効果が発現

◇死傷事故件数（件／月）の変化
・対策前と対策５ヶ月後を比べると全対策実施箇所（４箇所）では 0.1件／月から0.2件／月に増加

したものの、沿道施設から本線に流入する際に適正位置を通過した車両が約15ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約
２割）増加し効果発現。

・対策後５ヶ月を経ても事故が発生していない箇所が １箇所
→ 沿道施設毎に営業形態や駐車場施設形状の相違により事故発生件数にバラツキが見られる

◇効果が発現
・なし

◇効果見られず
→対策後においても月当たり事故件数の増加が顕著
●沿道―６「さぬき市津田」
●沿道－１「さぬき市志度」

◇危険挙動発生頻度（回／時間）の変化
・全対策実施箇所（４箇所）では対策１週間後に 約１割減少
・対策１週間後に危険挙動が減少した施設数は ２箇所（５割）

◇比較的顕著に効果が発現
○沿道―１「さぬき市志度」

◇効果見られず
→対策後も危険挙動が増加
●沿道―６の「さぬき市津田」

◇本線から沿道に流入する際に適正位置を通過する車両の比率の変化
・対策前と対策５ヶ月後を比べると 約８ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約１割）減少

◇沿道から本線に流入する際に適正位置を通過する車両の比率の変化
・対策前と対策５ヶ月後を比べると 約１5ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約２割）増加

◇効果が発現
→適正位置通過が増加（＋11ﾎﾟｲﾝﾄ）
○沿道－５「東かがわ市川東」

◇効果見られず
→適正位置通過が大幅に減少（－30ﾎﾟｲﾝﾄ）
●沿道－３「さぬき市志度」

◇顕著に効果が発現
→適正位置通過が増加（＋34ﾎﾟｲﾝﾄ）
◎沿道－３「さぬき市志度」

◇僅かながら効果が発現
○沿道－１「さぬき市志度」
○沿道－６「さぬき市津田」

※）総合評価の考え方
・「交通事故」「危険挙動」

「走行状況」の３つの観点
から行った効果分析結果を
総括して、総合的評価を行
う。

・原則として、箇所毎の効果
分析値から「効果あり」と
判断された○印の個数を合
計し総合評価値とする。

・△印は変化なし。
・全箇所の評価値（平均）を

上回る或いは同値の場合に
「総合的にみて対策効果が
ある」と判断。

※１）事故件数データ：
対策前（H15～工事完了）
対策後（工事完了～H18.8）

※２）危険挙動データ：
対策１ヶ月前
対策１週間後

※３）走行状況データ：
対策１ヶ月前
対策５ヶ月後

件／月 件／月
対策前
（％）

対策後
５ヶ月
（％）

対策前
（％）

対策後
５ヶ月
（％）

沿道-1 23 11 さぬき市志度 0.08 0.40 5.20 × 37 21 0.57 ○ 28.6 25.0 -3.6 × 86.2 91.3 5.1 ○ 2 H18.3.30

沿道-2 35 11 高松市春日町 － － － － － － － － － － － － － － － － － H18.9.22 計測値がない為対象外

沿道-3 20 11 さぬき市志度 0.18 0.20 1.11 × 56 40 0.71 ○ 63.2 33.2 -30.0 × 60.3 94.0 33.7 ○ 2 H18.3.30

沿道-5 8 11 東かがわ市川東 0.13 0.00 0.00 ○ 24 29 1.21 × 56.4 67.9 11.5 ○ 72.8 86.9 14.1 ○ 3 H18.3.31

沿道-6 12 11 さぬき市津田 0.03 0.20 7.80 × 27 37 1.37 × 79.2 69.0 -10.2 × 89.1 95.2 6.1 ○ 1 H18.3.30

0.10 0.20 1.95 × 144 127 0.88 ○ 56.9 48.8 -8.1 × 77.1 91.9 14.8 ○ 2

対策前・
危険挙動
発生頻度

（H18.1）
対策前

約１ヶ月

対策後・
危険挙動
発生頻度

（H18.4）
対策後
１週間

総合評価

(○の個数)
区分

通
番

路
線
No

箇所名 備考
工事

完了日

沿道　計

対策前・
事故件数

（H15.1～
工事完
了）

対策後・
事故件数
（工事完

了
～H18.8）

交通事故からみた効果 危険挙動からみた効果 走行状況からみた効果

危険挙動発生
頻度の変化

（＝対策後/対策前）

月当たり事故
件数の変化

（＝対策後/対策前）

本線→沿道時に適正
位置を通過する車両

の比率の変化量
［右折・左折流入計］
（＝対策後－対策前）

沿道→本線時に適正
位置を通過する車両

の比率の変化量
［右折・左折流出計］
（＝対策後－対策前）

香川県交通事故対策会議

【参考資料】

対策効果検証とその評価



香川県交通事故対策会議

追 突

②危険挙動

交通事故、危険挙動、走行状況の変化と交通安全意識からみた効果

③走行状況（交通ルール遵守）

④道路利用者意識（全サンプル：297人）

①死傷事故件数

対策効果に対する総合評価

【 ③中分】ゼブラマーク設置による中央分離帯開口部での事故対策

(＋8.7ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋8.7ﾎﾟｲﾝﾄ)

２０．８％ ２９．５％
対策箇所（中分開口部）の
利用を避けたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所（中分開口部）で
一旦停止したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所でヒヤリ体験をし
たﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「Ｕターンや右折する車両が少なくなった」
と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「飛び出しがなくなり、安全に走行できる
ようになった」と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

３人 ２人

(－33％)(－33％)

（対策前） （対策後）

ゼブラマーク遵守率が上昇
ゼブラマーク遵守率が上昇

ヒヤリ体験が減少
ヒヤリ体験が減少

◇利用者インタビュー結果
（ｻﾝﾌﾟﾙ＝297）

３８％

３２％

６９．７％ ７８．３％

(＋8.6ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋8.6ﾎﾟｲﾝﾄ)

利用抑制効果および
安全性向上効果が発現

利用抑制効果および
安全性向上効果が発現

「ゼブラマークの意味を知らない」割合

「わかりにくいので気づかない」割合

６１％

ゼブラマークに対する認知度

の低さが開口部利用を助長

開口部利用をやめない理由

３９％

(＋8.7ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋8.7ﾎﾟｲﾝﾄ)

２０．８％ ２９．５％
対策箇所（中分開口部）の
利用を避けたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所（中分開口部）で
一旦停止したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

対策箇所でヒヤリ体験をし
たﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「Ｕターンや右折する車両が少なくなった」
と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「飛び出しがなくなり、安全に走行できる
ようになった」と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

３人 ２人

(－33％)(－33％)

（対策前） （対策後）

ゼブラマーク遵守率が上昇
ゼブラマーク遵守率が上昇

ヒヤリ体験が減少
ヒヤリ体験が減少

◇利用者インタビュー結果
（ｻﾝﾌﾟﾙ＝297）

３８％

３２％

６９．７％ ７８．３％

(＋8.6ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋8.6ﾎﾟｲﾝﾄ)

利用抑制効果および
安全性向上効果が発現

利用抑制効果および
安全性向上効果が発現

「ゼブラマークの意味を知らない」割合

「わかりにくいので気づかない」割合

６１％

ゼブラマークに対する認知度

の低さが開口部利用を助長

開口部利用をやめない理由

３９％

◇「効果あり」と判断される対策箇所の割合 → １０割（＝６箇所/６箇所）

＜効果が発現した箇所＞
○中分－１「高松市高松町」
○中分－５「高松市兵庫町」
→・比較的大きな信号交差点に近接(数十ｍ範囲)（＝信号交差点を利用することで希望方向に進行可能）

＜平均並みの効果が発現した箇所＞
○中分－２「高松市松島町３丁目」
○中分－３「高松市東ハゼ町」
○中分－７「善通寺市与北町」
→・最寄りに信号交差点がない（＝開口部を利用しなければ大きな迂回を強いられる）

◎「Ｕターンや右折車両が減少した」と回答した人が 約４割
◎「急な飛び出しがなくなり安全に走行できるようになった」と回答した人が 約３割
◎開口部でのヒヤリ体験が減少
◎開口部をできるだけ利用しないことの再認識、及び開口部付近での交通安全確保に対する意識の高揚

◇死傷事故件数（件／月）の変化
・対策前と対策５ヶ月後を比べると全対策実施箇所（６箇所）の 約６５％減少

→ 事故の発生が大幅に減少

◇顕著な効果が発現
◎中分―６「高松市成合町」
◎中分－１「高松市高松町」

◇効果見られず
→対策後においても月当たり事故件数の増加が顕著
●中分―７の「善通寺市与北町」

◇危険挙動発生頻度（回／時間）の変化
・全対策箇所（６箇所）で対策１週間後に 約１割増加

◇僅かながら効果が発現
○中分―１「高松市高松町」

◇効果見られず
→対策後も危険挙動が増加
●中分－３「高松市東ハゼ町」
●中分－２「高松市松島町３丁目」

◇本線からの中分開口部利用比率の変化
・対策前と対策実施５ヶ月後を比べると０．４ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約１割）増加

◇一旦停止車両の反対車線側への車両前部はみ出し比率の変化
・対策前と対策実施５ヶ月後を比べると 約１３ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約９割）減少

→ 車両前部のはみ出しを大きく抑制

◇効果見られず
→開口部利用が増加（＋３ﾎﾟｲﾝﾄ）
●中分－７「善通寺市与北町」

◇顕著に効果が発現
→前部のはみ出し車両が０に
◎中分－３「高松市東ハゼ町」
◎中分－６「高松市成合町」

◇枝道からの中分開口部利用台数の変化
・対策前と対策実施５ヶ月後を比べると ３台（対策前の約２割）減少

◇比較的顕著に効果が発現
→開口部利用が減少（－２０台）
◎中分－６「高松市成合町」

◇効果見られず
→開口部利用が増加（＋１４台）
●中分－１「高松市高松町」

③走行状況（交通ルール遵守）［続き］

※）総合評価の考え方
・「交通事故」「危険挙動」

「走行状況」の３つの観点
から行った効果分析結果を
総括して、総合的評価を行
う。

・原則として、箇所毎の効果
分析値から「効果あり」と
判断された○印の個数を合
計し総合評価値とする。

・△印は変化なし。
・全箇所の評価値（平均）を

上回る或いは同値の場合に
「総合的にみて対策効果が

ある」と判断。

※１）事故件数データ：
対策前（H15～工事完了）
対策後（工事完了～H18.8）

※２）危険挙動データ：
対策１ヶ月前
対策１週間後

※３）走行状況データ：
対策１ヶ月前
対策５ヶ月後

件／月 件／月
対策前
（％）

対策後
５ヶ月
（％）

評価
対策前
（％）

対策後
５ヶ月
（％）

評価

中分-1 31 11 高松市高松町 0.21 0.00 0.00 ○ 24 19 0.79 ○ 1.8 1.3 -0.5 ○ 12.5 0.0 -12.5 ○ 4 H18.3.23

中分-2 38 11 高松市松島町３丁目 0.08 0.00 0.00 ○ 13 23 1.77 × 1.0 0.8 -0.2 ○ 0.0 0.0 0.0 △ 2 H18.3.23

中分-3 52 11 高松市東ハゼ町 0.03 0.00 0.00 ○ 4 9 2.25 × 0.4 0.5 0.1 × 33.3 0.0 -33.3 ○ 2 H18.3.24

中分-5 121 30 高松市兵庫町 0.41 0.20 0.49 ○ 32 29 0.91 ○ 21.3 21.0 -0.3 ○ 16.1 10.7 -5.4 ○ 4 H18.3.23

中分-6 124 32 高松市成合町 0.31 0.00 0.00 ○ 21 29 1.38 × 1.6 1.5 -0.1 ○ 25.0 0.0 -25.0 ○ 3 H18.3.24

中分-7 152 319BP 善通寺市与北町 0.18 0.20 1.11 × 43 40 0.93 ○ 14.4 17.7 3.3 × 1.7 1.5 -0.2 ○ 2 H18.3.27

0.20 0.07 0.33 ○ 137 149 1.09 × 6.8 7.1 0.4 × 14.8 2.0 -12.7 ○ 2

総合評価

(○の個数)

工事
完了日

備考

中分　計

区分
通
番

路
線
No

箇所名
月当たり事故
件数の変化

（＝対策後/対策前）

危険挙動発生
頻度の変化

（＝対策後/対策前）

対策前・
事故件数

（H15.1～
工事完
了）

対策後・
事故件数

（工事完了
～H18.8）

対策前・
危険挙動
発生頻度

（H18.1）
対策前

約１ヶ月

対策後・
危険挙動
発生頻度

（H18.4）
対策後
１週間

交通事故からみた効果 危険挙動からみた効果

本線からの中分
開口部利用比率

の変化量
（＝対策後－対策前）

一旦停止車両の
本線上への車両前部

はみ出し比率の変化量
（＝対策後－対策前）

走行状況からみた効果

香川県交通事故対策会議

【参考資料】

対策効果検証とその評価



香川県交通事故対策会議

追 突

②危険挙動

交通事故、危険挙動、走行状況の変化と交通安全意識からみた効果

③走行状況（交通ルール遵守）

④道路利用者意識（全ｻﾝﾌﾟﾙ：462人）

①死傷事故件数

対策効果に対する総合評価

【 ④出合頭】「破線」設置による枝道接続部付近での出合頭事故対策

破線に対する認知度の低さが一旦
停止・左右確認不履行を助長

(＋6.7ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋6.7ﾎﾟｲﾝﾄ)

７７．０％ ８３．７％
対策箇所で一旦停止したﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞｰの割合

対策箇所で左右確認したﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞｰの割合

対策箇所でヒヤリ体験をし
たﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「本線へのはみ出し停止がなく
なった」と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「急な飛び出しがなくなり、安
全に走行できるようになった」
と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

２５人 １２人

(－52％)(－52％)

（対策前） （対策後）

破線遵守率が上昇
破線遵守率が上昇

ヒヤリ体験が減少
ヒヤリ体験が減少

◇利用者インタビュー結果
（ｻﾝﾌﾟﾙ＝462）

４８％

７３％

８５．６％ ９２．３％

(＋6.7ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋6.7ﾎﾟｲﾝﾄ)

「破線の意味を知らない」
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

破線があっても一旦停止・左右確認しない理由

枝道利用者

本線利用者

３３％

６４％

６８％

「わかりにくいので気づか
なかった」ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

５２％

５９％

５２％

枝道利用者

本線利用者

枝道利用者

本線利用者

枝道利用者

本線利用者

破線に対する認知度の低さが一旦
停止・左右確認不履行を助長

(＋6.7ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋6.7ﾎﾟｲﾝﾄ)

７７．０％ ８３．７％
対策箇所で一旦停止したﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞｰの割合

対策箇所で左右確認したﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞｰの割合

対策箇所でヒヤリ体験をし
たﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「本線へのはみ出し停止がなく
なった」と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

「急な飛び出しがなくなり、安
全に走行できるようになった」
と答えたﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

２５人 １２人

(－52％)(－52％)

（対策前） （対策後）

破線遵守率が上昇
破線遵守率が上昇

ヒヤリ体験が減少
ヒヤリ体験が減少

◇利用者インタビュー結果
（ｻﾝﾌﾟﾙ＝462）

４８％

７３％

８５．６％ ９２．３％

(＋6.7ﾎﾟｲﾝﾄ)(＋6.7ﾎﾟｲﾝﾄ)

「破線の意味を知らない」
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

破線があっても一旦停止・左右確認しない理由

枝道利用者

本線利用者

枝道利用者

本線利用者

３３％

６４％

６８％

「わかりにくいので気づか
なかった」ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの割合

５２％

５９％

５２％

枝道利用者

本線利用者

枝道利用者

本線利用者

枝道利用者

本線利用者

枝道利用者

本線利用者

枝道利用者

本線利用者

枝道利用者

本線利用者

◇「効果あり」と判断される対策箇所の割合 → 約４割（＝４箇所/９箇所）

＜効果が発現した箇所＞
○出合頭－２「高松市磨屋町」
○出合頭－４「高松市亀井町」
○出合頭－６「高松市木太町」
○出合頭－７「高松市春日町」

→・いずれも単路部に枝道が存在する箇所：破線手前での左右車両或いは直進車両に対する確認行為が
少ないという道路特性を有するため、一旦停止挙動や左右確認が行われやすい

＜効果が発現しなかった箇所＞
●出合頭－１「高松市三条町」
●出合頭－８「さぬき市志度」
→・いずれも交差点内に枝道が存在する箇所：破線手前での左右車両或いは直進車両に対する確認行為が

必要となる道路特性を有するため、一旦停止挙動や左右確認行為が遅延したり省略されやすい

◎「本線へのはみ出し停止がなくなった」と回答した人は 約５割
◎「急な飛び出しがなくなり安全に走行できるようになった」と回答した人は 約３割
◎一旦停止や左右確認の割合が向上
◎枝道接続部でのヒヤリ体験が減少
◎枝道接続部が｢一旦停止や左右確認が必要な箇所｣であることの再認識、及び安全確保の意識の高揚

◇死傷事故件数（件／月）の変化
・対策前と対策実施５ヶ月後を比べると全対策箇所（９箇所）では 約３５％減少

◇顕著な効果が発現
○出合頭－６「高松市松島町」
○出合頭－９「高松市亀井町」

◇効果見られず
→対策後においても月当たり事故件数の増加が顕著
●出合頭－２「高松市磨屋町」
●出合頭－１「高松市三条町」

◇危険挙動発生頻度（回／時間）の変化
・全対策箇所（９箇所）では対策１週間後に ４％減少

◇比較的顕著な効果が発現
○出合頭－２「高松市磨屋町」
○出合頭－６「高松市松島町」

◇効果見られず
→対策後も危険挙動が増加
●出合頭－４「高松市亀井町」
●出合頭－３「高松市松島町３丁目」

◇枝道からの本線流入時の一旦停止不履行車両比率の変化
・対策前と対策実施５ヶ月後を比べると全対策箇所では 約２ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約１割）減少

◇停止線付近及び破線付近での左右確認車両比率の変化
・対策前と対策実施５ヶ月後を比べると 、

停止線付近では 約４８ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約１．６倍）増加
破線付近では 約３１ﾎﾟｲﾝﾄ（対策前の約６割）増加

→ 枝道車両の左右確認を大きく促進

◇比較的顕著に効果が発現
→一旦停止不履行車両が減少（－２６ﾎﾟｲﾝﾄ）
◎出合頭－４「高松市亀井町」

◇効果見られず
→一旦停止不履行車両が増加
●出合頭－１「高松市三条町」
●出合頭－８「さぬき市志度」

◇比較的顕著に効果が発現
→左右確認車両が増加（約７０ﾎﾟｲﾝﾄ）
◎出合頭－２「高松市磨屋町」
◎出合頭－９「高松市亀井町」

◇効果見られず
→左右確認車両が減少
●出合頭－１「高松市三条町」

※）総合評価の考え方
・「交通事故」「危険挙動」

「走行状況」の３つの観点
から行った効果分析結果を
総括して、総合的評価を行
う。

・原則として、箇所毎の効果
分析値から「効果あり」と
判断された○印の個数を合
計し総合評価値とする。

・△印は変化なし。
・全箇所の評価値（平均）を

上回る或いは同値の場合に
「総合的にみて対策効果が
ある」と判断。

※１）事故件数データ：
対策前（H15～工事完了）
対策後（工事完了～H18.8）

※２）危険挙動データ：
対策１ヶ月前
対策１週間後

※３）走行状況データ：
対策１ヶ月前
対策５ヶ月後

件／月 件／月
対策前
（％）

対策後
５ヶ月
（％）

評価
対策前
（％）

対策後
５ヶ月
（％）

評価

出合頭-1 115 11BP 高松市三条町 0.17 0.20 1.20 × 23 17 0.74 ○ 30.8 45.8 15.0 × 55.2 50.9 -4.3 × 1 H18.3.24 H16.3　３車化

出合頭-2 122 30 高松市磨屋町 0.15 0.20 1.30 × 146 78 0.53 ○ 56.2 42.3 -13.9 ○ 25.8 98.6 72.8 ○ 3 H18.3.23

出合頭-3 38 11 高松市松島町３丁目 0.05 0.00 0.00 ○ 5 11 2.20 × 48.6 40.0 -8.6 ○ 54.1 52.2 -1.9 × 2 H18.3.23

出合頭-4 41 11 高松市亀井町 0.05 0.00 0.00 ○ 26 65 2.50 × 57.1 31.3 -25.8 ○ 84.4 100.0 15.6 ○ 3 H18.3.23 H16.5　中分閉塞

出合頭-5 43 11 高松市亀井町 0.23 0.20 0.87 ○ 65 76 1.17 × 30.6 30.6 0.0 △ 49.5 93.5 44.0 ○ 2 H18.3.23

出合頭-6 37 11 高松市木太町 0.15 0.00 0.00 ○ 20 13 0.65 ○ 20.6 29.4 8.8 × 60.0 76.5 16.5 ○ 3 H18.3.23

出合頭-7 36 11 高松市春日町 0.03 0.00 0.00 ○ 4 4 1.00 △ 9.1 0.0 -9.1 ○ 54.5 100.0 45.5 ○ 3 H18.3.23

出合頭-8 23 11 さぬき市志度 0.00 0.00 － － 11 14 1.27 × 15.2 26.5 11.3 × 30.3 47.1 16.8 ○ 1 H18.3.18

出合頭-9 42 11 高松市亀井町 0.10 0.00 0.00 ○ 27 36 1.33 × 32.9 35.8 2.9 × 22.9 92.5 69.6 ○ 2 H18.3.23

0.10 0.07 0.65 ○ 327 314 0.96 △ 33.5 31.3 -2.2 ○ 48.5 79.0 30.5 ○ 3

区分
通
番

月当たり事故
件数の変化

（＝対策後/対策前）

出合頭　計

対策前・
事故件数

（H15.1～
工事完
了）

路
線
No

破線付近での
左右確認車両の
比率の変化量

（＝対策後－対策前）

走行状況からみた効果

箇所名

交通事故からみた効果

対策後・
事故件数

（工事完了
～H18.8）

工事
完了日

対策後・
危険挙動
発生頻度

（H18.4）
対策後
１週間

対策前・
危険挙動
発生頻度

（H18.1）
対策前

約１ヶ月

備考
総合評価

(○の個数)

危険挙動からみた効果

危険挙動発生
頻度の変化

（＝対策後/対策前）

枝道から本線流入時の
一旦停止不履行車両

の比率の変化量
（＝対策後－対策前）

香川県交通事故対策会議

【参考資料】

対策効果検証とその評価


